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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非本質安全発熱導体層（１４）を担持する本体（１２）と、前記発熱導体層（１４）に
配置される温度監視装置（１６、１８、２０、４４）とを含む車両ヒータ（１０）におい
て、前記温度監視装置（１６、１８、２０、４４）が、少なくとも次の３つの状態、すな
わち
　－正常な運転と、
　－可逆的な機能不全と、
　－非可逆的な機能不全と、
を認識することができ、かつ、それを信号（４６）として報告することができ、
　作動の更新に先立って、最後に報告された状態を回復し、最後に報告された状態が非可
逆的な機能不全の場合には作動の更新を防止する、ことを特徴とする車両ヒータ（１０）
。
【請求項２】
　前記温度監視装置（１６、１８、２０、４４）が、可逆的な機能不全を検出するために
、局所的な温度を検出するセンサー要素（４４）を含む、ことを特徴とする請求項１に記
載の車両ヒータ。
【請求項３】
　前記温度監視装置（１６、１８、２０、４４）が、非可逆的な機能不全を検出するため
に、少なくとも部分的に前記発熱導体層（１４）に配置されるセンサー層（１６）を含む
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、ことを特徴とする請求項１または２に記載の車両ヒータ。
【請求項４】
　前記センサー層（１６）が熱溶射法を用いて形成されたものである、ことを特徴とする
請求項３に記載の車両ヒータ（１０）。
【請求項５】
　前記センサー層（１６）が、少なくとも部分的に、正の温度係数を有する抵抗またはイ
ンピーダンス特性を含む、ことを特徴とする請求項３または４に記載の車両ヒータ（１０
）。
【請求項６】
　前記センサー層（１６）が、少なくとも部分的に、負の温度係数を有する抵抗またはイ
ンピーダンス特性を含む、ことを特徴とする請求項３または４に記載の車両ヒータ（１０
）。
【請求項７】
　前記温度監視装置（１６、１８、２０、４４）が、被加熱媒体の温度に依拠する第１温
度限界値を超過しない限り、正常な運転を報告する、ことを特徴とする請求項１～６のい
ずれか一項に記載の車両ヒータ（１０）。
【請求項８】
　前記温度監視装置（１６、１８、２０、４４、４８）が、ソフトウェアによってプログ
ラム可能または操作可能な制御器（２０）と、前記ソフトウェアとは無関係に作動する切
り換え要素（４８）であって、前記の機能不全の少なくとも１つが生じた場合に、前記ソ
フトウェアとは無関係に緊急手段を実行するように構成される切り換え要素（４８）とを
含む、ことを特徴とする請求項１～７のいずれか一項に記載の車両ヒータ（１０）。
【請求項９】
　車両ヒータ（１０）の監視方法において、次の状態、すなわち
　－正常な運転と、
　－可逆的な機能不全と、
　－非可逆的な機能不全と、
を識別して報告し、
　作動の更新に先立って、最後に報告された状態を回復し、最後に報告された状態が非可
逆的な機能不全の場合には作動の更新を防止する、ことを特徴とする方法。
【請求項１０】
　前記可逆的な機能不全の状態が、局所的な温度を検出するセンサー要素（４４）によっ
て検出される、ことを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記非可逆的な機能不全の状態が、少なくとも部分的に発熱導体層（１４）に配置され
るセンサー層（１６）によって検出される、ことを特徴とする請求項９または１０に記載
の方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、非本質安全発熱導体層を担持する本体を含む車両ヒータであって、その発熱
導体層に温度監視装置が配置される車両ヒータに関する。
【０００２】
　本発明は、さらに車両ヒータの監視方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　本体は、例えば、特に金属／空気および／または金属／液体の両ケースの熱交換器とす
ることができる。
【０００４】
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　電流を制限することによって温度の過度の上昇を自律的に防止し得る本質安全発熱導体
層、例えばＰＴＣ発熱導体層とは違って、不具合が生じた場合に非安全な状況を回避する
この能力を完全には有しないあらゆるタイプの発熱導体層を、本明細書では、非本質安全
発熱導体層と言うものとする。
【０００５】
　非本質安全発熱導体層には、それに制限されるわけではないが、例えば、比較的高い電
圧（例えば２５０ボルトの直流電圧）を供給するように想定することができる。この場合
、過度に高い電圧は、もしそれが有利であると見做されるならば、例えば、パルス幅変調
によって逓減調整することができる。１２～２４ボルトを供給する従来型の車載給電シス
テムに比べて相対的に高いこのような電圧は、例えば電気自動車またはハイブリッド車両
においていずれにせよ利用可能である場合が多い。このような環境においては、例えば、
３～８ＫＷの範囲の性能を有する完全な電気式車両ヒータを運転できるが、本発明の適用
分野は、この出力範囲またはこの車両タイプに限定されるわけでは決してない。
【０００６】
　非本質安全加熱要素の形態の発熱導体層を含む車両ヒータが、例えば特許文献１から知
られる。この特許文献１によれば、加熱要素を表す熱放射の表面特定検出用としての３つ
の代替的なセンサーが温度の監視用として設けられ、その場合、加熱要素は蛇行形状の波
形フィンとして形成される。３つのセンサーの内の１つは、無接触の赤外線センサーとし
て構成され、加熱要素に接触するもう１つのセンサーは、加熱要素の中に組み込まれる電
気抵抗線の形態で設けられる。この特許文献に提示される第３のセンサーは、同様に、加
熱要素の領域に配置され、あるいはその中に組み込まれ、温度感知する光ファイバに基づ
いて作動する。この３つのセンサーが、関係する測定信号を制御ユニットに送り、制御ユ
ニットが、不具合が生じた場合に加熱要素の出力を安全に遮断するかあるいは低減するた
めの制御信号を発生する。この車両ヒータに恒久的な不具合が生じると、この恒久的な不
具合によって次の操作サイクルにおいても過熱が発生し、従って、（最善の場合には）出
力の遮断の更新または低減の更新に導かれることを想定しなければならない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】欧州特許第１３６１０８９Ｂ１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、一般的な車両ヒータと一般的な車両ヒータの監視方法とを、安全性が
改善されるように更に開発することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この目的は独立請求項の特徴によって実現される。本発明の有利な実施形態およびさら
なる発展形態が従属請求項から導出される。
【００１０】
　最初に、非本質安全発熱導体層を担持する本体を含む車両ヒータであって、その発熱導
体層に温度監視装置が配置される車両ヒータが提示される。この場合、この温度監視装置
は、少なくとも次の３つの状態、すなわち、正常運転と、可逆的な機能不全と、非可逆的
な機能不全とを識別して、それを信号として報告するように設計される。車両ヒータの正
常運転は、例えば、１５０℃までの温度であると想定することができる。水または液体の
加温装置の場合には、例えば、液体の欠乏または液体の停滞によって惹起される可能性が
ある可逆的な機能不全の場合には、温度は、一例として参照される１５０℃の値を超えて
上昇するであろうが、例えば１８０℃の温度に達すると、発熱導体層の一次的な遮断また
は少なくとも出力の低減を発動することができる。非可逆的な機能不全は、例えば、極端
に稀有な場合として、くすぶり燃焼点またはアーク点火が生じた場合に想定することがで
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きる。このような稀有な事態は、一般的には局所的な過熱を生じるのみであろうが、この
過熱はきわめて強く、例えば１０００℃のレベルの温度に達する可能性がある。前記の３
つの状態を識別することによって、例えば、作動の更新、すなわち車両ヒータの新しい運
転サイクルに先立って、最後に報告された状態を回復して、非可逆的な機能不全の場合に
は、作動の更新を防止することが可能である。すなわち、そのような場合には、交換また
は修理が完了するまで車両ヒータを恒久的に遮断した状態のままにしておくことができる
。これによって、安全性が大幅に改善される。上記のような状態で加熱装置を再度作動さ
せると、特に非可逆的な不具合が、少なくとも局所的な新規のきわめて強力な過熱をもた
らすことがあり得るからである。
【００１１】
　車両ヒータにおいて、温度監視装置は、可逆的な機能不全を検出するための、局所的な
温度を検出するセンサー要素を含むことを想定することができる。このセンサー要素は、
例えば、従来型のＰＴＣまたはＮＴＣセンサー要素とすることができる。このようなセン
サー要素は、局所的な温度を、部分的には数℃の範囲内で非常に正確に検出する能力を有
する。従って、これらは、例えば、上記において一例として参照した１５０℃から１８０
℃への温度上昇検出用として特に適している。
【００１２】
　さらに、温度監視装置は、非可逆的な機能不全の検出用として、少なくとも部分的に発
熱導体層に配置されるセンサー層を含むことができる。この場合、このセンサー層は、少
なくとも、例えば、前記のくすぶり燃焼点または電気アークの場合に生起するような、発
熱導体層の局所的でかつ非常に強い過熱を確実かつ急速に検出し得る能力を有することが
望ましい。また、このセンサー層は、発熱導体層の上部または下部に配置することが望ま
しい。例えば、このセンサー層は、ほぼ完全に発熱導体層をカバーすることができる（必
要な場合には、接続領域などを開放状態に残すことができる）。センサー層は、最も広義
の意味において、常に、少なくとも部分的に平面型の層であるので、例えば、１つ以上の
（場合によっては非常に狭い）帯材から構成されるセンサー層も考慮の対象になる。セン
サー層は、例えばこの場合、蛇行形状に配置される発熱導体層の径路に従うことができる
が、その場合、センサー層は発熱導体層を完全にカバーすることが望ましい（上記のよう
に、必要な場合には接続領域を開放状態に残すことができる）か、あるいは、本体の大き
な面積をカバーすることができる。例えば、センサー層を、蛇行形状の発熱導体層の上に
、上面から見て長方形のセンサー層として配置することができる。この場合、２つの方式
、すなわち、センサー層を発熱導体層の直接上部に配置して、センサー層を少なくとも部
分的に発熱導体層に接触させる方式と、少なくとも１つの中間層を設ける方式とが任意選
択の対象になる。センサー層を、局所的な過熱が生じた場合に、その抵抗またはインピー
ダンスがすでに大幅に変化するように調整することが特に有効であると判明している。こ
のような平面型のセンサー層を用いることによって、例えば、上記のセンサー要素が、そ
の装着位置において局所的な温度上昇を検出し得る前に、局所的な過熱を確実に検出する
ことが可能になる。
【００１３】
　少なくともいくつかの場合には、センサー層を、熱溶射法を用いて形成することが有利
であると考えられる。溶射法としては、特に熱溶射法が１つの選択肢である。熱溶射法を
用いることによって、本体を焼き付け法において通常に用いられる温度に曝露することな
く、センサー層を作製することが可能になる。このようなセンサー層の溶射は焼き付け法
に比べて低コストで実施できるが、それにも拘らず、使用される本体の（あるいは本体が
すでに担持する材料に対する）温度の許容範囲に関する要件が大幅に低く限定される。従
って、本体に対して溶射法を用いることによって、焼き付け法における通常の温度では溶
融したり、あるいは、意図される用途に関するその材料特性が何らかの態様で負の方向に
変化したりする可能性ある材料も、本体用として想定できることになる。適切な溶射法を
使用することによって、本体を、例えば、完全にまたは部分的にアルミニウムから構成す
ることができる。もちろん、他の多数の材料も本体用として考えることができる。これら
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の材料は、多くの場合、良好な伝熱特性を有するものである。この点に関して、単なる例
として、アルミニウム合金、ガラスおよびセラミックを挙げることができる。想定可能な
熱溶射法の例としては、プラズマ溶射法、低温ガス溶射法またはフレーム溶射法を挙げる
べきである。いくつかの場合には、車両ヒータの他の構成要素、例えば発熱導体層をも、
熱溶射法を用いて形成することが有利であり得る。現在のところ、低温ガスプラズマ溶射
法および懸濁液フレーム溶射法が、特によく適した熱溶射法であると考えられる。低温ガ
ス溶射は、高速度に加速されるガス、例えば窒素を含むが、その場合、ガスに同伴される
粒子が、高速（例えば音速の何倍もの速度）で本体または本体が担持する基板上に衝突し
、高い運動エネルギーによって、緊密に付着する高密度の層を形成する。懸濁液フレーム
溶射法の場合には、最初に、被溶射粒子を含有する懸濁液を調製し、続いて、その懸濁液
をフレームの中に噴射する。この過程で、液体は、少なくとも部分的に、しかし好ましく
は完全に蒸発して、（理想的には）当該粒子のみが目標表面に衝突し、それによって高密
度の層を作製できる。いずれにしても、この場合、センサー層の溶射用として想定可能な
方法が有する共通点は、本体を、焼き付け法において標準的に用いられる高温に曝露する
必要はないという点である。この点に関して、例えば、本体を、８００℃未満、６５０℃
未満、あるいは場合によっては５００℃未満の温度にしか曝露しないことを想定すること
ができる。本体（および／または本体上にすでに配置される任意の他の構成要素）用とし
て利用可能な材料の数が、温度を低く維持できる程増大するであろうことは理解し易い。
この点において、以上の理由から、「温度に曝露される（ｅｘｐｏｓｅｄ　ｔｏ　ｔｅｍ
ｐｅｒａｔｕｒｅｓ）」という表現は、本体全体がその温度になると想定される、あるい
はならねばならないことを必ずしも意味しないことを明確にしておかなければならない。
むしろ、当てはまる唯一のことは、本体が、部分的にも、それに損傷をもたらす可能性が
あるような温度には曝露されないということである。従って、いくつかの場合には、本体
の特性（サイズ、熱伝導率など）に応じて、本体が、例えば、溶射法に直接曝露されない
領域において、５００℃より遥かに低い温度、例えば僅かに１００℃以下の温度にしか耐
え得ない構成要素（例えば電気的素子または他の構成要素）をすでに担持していることが
可能になる。センサー層を、粉末を用いて作製することを想定することができる。この場
合、粉末の粉末粒子は、集塊形態で存在するか、あるいは集塊形態の中に導入され、さら
に、非集塊粉末粒子は、２０μｍ未満、好ましくは１０μｍ未満の平均粒径ｄ５０を有す
る。ここで言及する平均粒径ｄ５０の標準的な定義に関しては、この点に関する説明の必
要性が生じた場合、該当するＩＳＯ９２７６－２を参照できる。例えば、いくつかの場合
に、センサー層の作製用として想定し得るチタン酸バリウムの粉末は、通常、１０μｍ未
満（例えば２μｍ～８μｍまたは４μｍ～５μｍ）の結晶サイズを有する。この粒子サイ
ズは、いくつかの熱溶射法（例えばプラズマ溶射法）用としては小さ過ぎる可能性がある
。それは、この粒子サイズの場合、この方法に使用される溶射ガン（または使用溶射装置
の他の任意の構成要素）の開口を閉塞させる可能性があるからである。しかし、複数の粉
末粒子が集塊形態において存在すれば、例えば被包材料の中に埋め込まれていれば、溶射
ガンの開口の閉塞は回避することができる。集塊内においては、複数の粉末粒子をそれぞ
れ被包材料に結合することができるが、この被包材料は、例えばポリビニルアルコールの
ようなプラスチック材料を構成要素として含むことができる。少なくとも圧倒的に多数の
集塊は個々の粉末粒子より大きいので、溶射ガン（または使用溶射装置の他の任意の構成
要素）の閉塞を、少なくとも多くの場合回避できる。集塊の作製および利用は、もちろん
チタン酸バリウムの粉末に限定されない。むしろ、この技術は、本発明の範囲内において
想定される、過度に微小な粉末粒子を有する任意の粉末に対して使用可能である。溶射さ
れたセンサー層が全体として所要の電気的（または光学的または他の）特性を有するよう
にするため、集塊の形成に使用する被包材料を適切に調整することが合理的である。例え
ば、全体として、ある特定の比導電率を得るべきであるならば、集塊が溶射の間に破壊さ
れず、または、被包材料が溶射されたセンサー層の構成要素として少なくとも部分的に残
留する限り、被包材料は、基本的に、（車両ヒータの通常の運転温度において）粉末粒子
の比導電率と少なくとも同程度の高さの比導電率を有するべきである。しかし、特定の場
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合には、センサー層の特性が（少なくとも大部分）粉末粒子の特性によって決定されるよ
うに、集塊の破壊、または、被包材料の少なくとも部分的な除去を支持することも可能で
ある。これを実現するため、集塊が閉塞の傾向を有する部分を通過すると直ちに、適切な
熱的、化学的および／または物理的プロセス、あるいは後処理ステップを実施することが
できる。最初に、複数の粉末粒を集塊形態の中に導入しなければならない場合は、例えば
次の方法をこの目的にために実施することができる。すなわち、第１ステップにおいて、
適切な材料をその当初のコンシステンシーにおいて用意することができる。続いて、第２
ステップにおいて、固体材料への変換を、特に焼結法によって実施する。さらに続いて、
この固体材料を破砕によって微粉化する。その後、粉末粒子を、結合剤系を用いて、さら
に後続の乾燥と、結合剤の焼尽とによって集塊化することができる。粉末粒子を、粒状化
法によって微粉化することも可能である。例えば、所定の平均粒径ｄ５０を有する粒状化
されたペロブスカイト粉末を使用しなければならない場合には、次の方法を実施すること
ができる。すなわち、第１プロセス段階において、塩を、計量、混合して、酸の中に溶解
し、アルカリ液によって沈降させ、ろ過し、かつ、洗浄して、乾燥する。続いて第２プロ
セス段階において、相反応および／または変換のための熱処理を実施できる。さらに第３
プロセス段階において、所要の粒径サイズへの湿式粉砕を行うことができ、第４プロセス
段階において、スクリーニングまたは篩分けによる分画、完成粉末材料の調整および／ま
たは残留量の処理を遂行することができる。特に、本体と、場合によっては本体がすでに
担持する構成要素とが十分な熱抵抗を有する場合には、もちろん、通常の焼き付け法を、
センサー層（または他の層）の形成に代替案として適用することも可能である。
【００１４】
　センサー層が、少なくとも部分的に、正の温度係数を含む抵抗体またはインピーダンス
特性を有することを想定することができる。この方法は、センサー層が２つの端部部分を
含む細長い形状を有する場合に特に合理的である。この２つの端部部分は、その縦方向に
出現する電流（または印加された電流）に関してセンサー層を監視するために、その間に
おいて測定信号がピックアップされる部分である。この場合、運転モードは、ＰＴＣ抵抗
導電体を使用する場合に類似する可能性がある。その理由は、このような細長い延長部の
直列の接続特性によって、比較的短い長さ部分の加熱がすでに十分に行われて、全体とし
ての抵抗（または全体としてのインピーダンス）が増大し、その結果、局所的な温度限界
値の超過を確実に検出できるからである。より大きい長さ部分に沿って生起する温度限界
値の超過は、あるいは全長にわたって生起する温度限界値の超過も、もちろんこの方法で
より一層確実に検出できる。正の温度係数を有する抵抗特性を得るための一例は、前記の
チタン酸バリウムの粉末の使用である。この場合、比較的安価なチタン酸バリウムに鉛を
ドープすることが望ましい。
【００１５】
　しかし、センサー層が、少なくとも部分的に、負の温度係数を有する抵抗またはインピ
ーダンス特性を含むことも可能である。負の温度係数を想定することは、センサー層が、
最も広義の意味において、少なくとも部分的に、その表面法線（場合によってはそれぞれ
の表面法線）の方向の電流について監視されるべき平面型の層である場合に、特に考える
ことができる。例えば、この場合、１つ以上の（場合によっては非常に狭い）帯材から構
成されるセンサー層、例えば、帯材が円筒表面の回りに数回かつ異なる高さで巻き付けら
れ、その結果、多数の（差分）表面法線が生じるような帯材から構成される層も平面型の
センサー層であると理解されるべきである。通常、負の温度係数を有する層の上面側およ
び底面側には、それぞれ、測定信号を取り出すための同様の平面型電極が装備されるであ
ろう。このようなセンサー層は、複数の抵抗体またはインピーダンス（キャパシタンス）
を並列に接続したものと見做すことができ、従って、局所的な温度限界値の超過によって
も、全体としての抵抗（または全体としてのインピーダンス）の確実に検出可能な減少が
もたらされる。より大きい表面部分に、または場合によっては全表面に影響する温度限界
値の超過も、もちろんこの方法で確実に検出できる。同様に、例えば、電極間の局所的な
フラッシュオーバまたは局所的なアークの形成も検出でき、あるいは理想的な場合には、
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これを予期して避けることが可能である。例えば、専らフラッシュオーバの検出のみが対
象になっている場合には、センサー層が、その上面側および底面側に設けられる接触層を
含む平面型の絶縁層によって形成される実施形態も考えることができる。その点で、負の
温度係数という用語は、ここでは最も広義に理解されるべきである。古典的な意味におけ
る負の温度係数を有するセンサー層を形成するためには、例えば、二酸化ケイ素、炭化ケ
イ素、酸化アルミニウム、酸化チタン、または他のセラミック材料のような材料を使用す
ることができる。例えば、セラミックガラスの場合には、それが、１つ以上のアルカリ金
属を、例えば１０重量％までの比率で含有することを想定することができる。セラミック
ガラスには、酸化ジルコニウム、ケイ酸ジルコニウム、水晶、酸化チタンおよび／または
酸化亜鉛をドープすることも想定することができる。この場合、このドーピングの比率は
、例えば３重量％までの量とすることができる。
【００１６】
　温度監視装置は、被加熱媒体の温度に依拠する第１温度限界値を超過しない限り、正常
な運転の信号を発信することが有利であり得る。例えば、温水器または液体加温器の場合
には、例えば媒体温度が－４０℃である時には、車両ヒータの領域内において、例えば－
４０℃～１００℃の範囲の温度が特に前記のセンサー要素によって測定される限り、正常
な運転が行われていると想定することができる。媒体温度が例えば７５℃になると、例え
ば－４０℃～１５０℃の範囲の温度が測定される限り、正常な運転が行われているとする
ことができる。
【００１７】
　本発明による車両ヒータの少なくともいくつかの実施形態においては、温度監視装置が
、ソフトウェアによってプログラム可能または操作可能な制御器と、ソフトウェアとは無
関係に作動する切り換え要素であって、前記の機能不全の少なくとも１つが生じた場合に
、ソフトウェアとは無関係に緊急手段を実行するように構成される切り換え要素とを含む
ことを想定することができる。緊急手段としては、特に、加熱出力の低減、場合によって
はゼロへの低下が想定される。さらに、切り換え要素は、緊急手段を遂行する場合に、適
切な信号を制御器に供給するように構成することができ、この信号に基づいて、制御器は
、切り換え要素が機能不全を検出したことを確認する。また、制御器には、どのタイプの
機能不全（可逆的または非可逆的）が生じたかを、この信号によって報告することが望ま
しい。このような解決策は安全上の理由から想定することができる。それは、この方法に
よって、少なくとも１つの安全上の選択肢（例えば、平面型のセンサーによって検出され
た非可逆的な不具合）が、ソフトウェアによって実行されるのではなく、あるいはソフト
ウェアによって完全には実行されず、ソフトウェアとは無関係のハードウェアによって完
全にまたは部分的に実行されるからである。この方式によって、ソフトウェアからのある
種の独立性が確立されるので、例えば、ソフトウェアの誤謬に起因する機能不全を避ける
ことができる。この場合、切り換え要素は、本発明に従って識別されるべき１つ以上の状
態を検出するように構成することができる。この場合、切り換え要素が、ソフトウェアに
よっても実行される機能と一緒に冗長的に設けられる解決策、あるいは、切り換え要素に
よって実行される機能はソフトウェアによって付加的に実行されることはない解決策も想
定することが可能である。例えば、本発明に従って識別されるべきすべての状態を、関連
する切り換え要素によってソフトウェアとは無関係に検出し得る場合には、本発明に従っ
て、好ましい特定する機能のみ、すなわち、作動の更新の停止のみを、特定信号の存在に
基づいて制御器および関連するソフトウェアによって実施することを想定できる。しかし
、この目的のために、ソフトウェアとは無関係であるが、記憶能力を有する構成要素を用
いることも想定可能である。この場合、「記憶能力を有する（ｍｅｍｏｒｙ－ｃａｐａｂ
ｌｅ）」とは、電力供給が中断しても、生起した機能不全をその後に忘失してしまうこと
がないことを意味すると理解するべきである。この点に関して、切り換え要素は、センサ
ー値を１つ以上のハードウェア組み込み値と比較して、その値を超過している場合には、
例えば演算増幅器を組み入れて遮断するような機能（緊急手段）を遂行することができる
。このような切り換え要素を設けることは、完全に排除することがほぼ不可能なソフトウ
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ェアの誤謬のために合理的であるだけでなく、例えば、ソフトウェアに支えられる制御器
が他のタスクをも負わされており、その結果、制御器が、常に、あるいは常に時間内に利
用可能であるとは限らない場合にも有用であり得る。
【００１８】
　さらに、次の状態、すなわち、正常運転、可逆的な機能不全、または非可逆的な機能不
全を識別して報告する車両ヒータの監視方法が提示される。それによって、車両ヒータに
関連して以上に述べた利点および特性が、類比的にまたは同様に浮かび上がってくる。従
って、繰り返しを避けるために、ここでは、車両ヒータに関連する説明を参照する。たと
え、車両ヒータに関連付けて述べたすべての特徴が、これまでにその方法の範囲内におい
て特許請求されていなくても、これらの特徴が、個別に、あるいは、いかなる組合せおよ
び類比においても、この方法に対しても重要であり得ることを明白に強調しておく。
【００１９】
　この方法の範囲内においても、車両ヒータに関連してすでに述べたように、可逆的な機
能不全の状態を、局所的な温度を検出するセンサー要素によって特定すること想定するこ
とができる。
【００２０】
　同じことが、少なくとも部分的に発熱導体層に装着されるセンサー層による非可逆的な
機能不全の状態の検出に当てはまる。
【００２１】
　以上の記述から、本発明の基本的な発想が、局所的にのみ測定するが、他方では正確に
測定するセンサー要素、例えば、ＰＴＣまたはＮＴＣセンサーを、正常状態の検出用、お
よび正常温度からの比較的小さい逸脱に関連する可逆的な機能不全の検出用として用いる
ことにあることが明らかになる。同時に、平面型のセンサー層が発熱導体層に配置される
。この平面型のセンサー層は、必ずしも特に正確な測定値を供給する必要はないが、発熱
導体層内の任意の場所に生起する（例えばくすぶり燃焼点または電気アークに起因する）
極端な過熱を、たとえ、そのような過熱がより正確なセンサー要素によっては（まだ）そ
の装着点において検出され得ないとしても、急速かつ確実に検出する能力を有しなければ
ならない。
【００２２】
　以下、本発明を、添付の図面を参照して、特に好ましい実施形態に基づいて例によって
説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】車両ヒータの第１実施形態を部分的に斜視図として表す概略図であって、同時に
監視方法を表現する概略図である。
【図２】車両ヒータの第２実施形態を部分的に斜視図として表す概略図であって、同時に
監視方法を表現する概略図である。
【図３】車両ヒータの第３実施形態の部分的な断面を表す概略図であって、同時にこの監
視方法を表現する概略図である。
【図４】車両ヒータの第４実施形態の部分的な断面を表す概略図であって、同時にこの監
視方法を表現する概略図である。
【図５】車両ヒータの第５実施形態を部分的に斜視図として表す概略図であって、同時に
監視方法を表現する概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　図においては、同じ数字は同一または類似の構成要素を示す。これらの構成要素は、繰
り返しを避けるために、少なくともその一部は１回しか説明しない。
【００２５】
　図１は、車両ヒータ１０の第１実施形態を部分的に斜視図として表す概略図であって、
それは、同時に監視方法を表現している。
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【００２６】
　図１に示す車両ヒータ１０と、以下に記載するすべての車両ヒータとは、例えば、電気
自動車またはハイブリッド車用の空気加熱器、またはいわゆる温水器のいずれか－但しこ
れらには限定されない－とすることができる。空気加熱器は、いわゆる温水器とは次の点
において異なっている。すなわち、空気加熱器においては、加熱されるべき空気流れが空
気加熱装置の熱交換器に沿って直接導かれ、一方、いわゆる温水器においては、最初に、
液体、通常水－従って名称の基になる－と、不凍液例えばグリコールとの混合物を温水器
装置の熱交換器の上部に導いて、その流体と別の熱交換器とによって、熱を所要の位置に
伝達するという点で異なっている。
【００２７】
　車両ヒータ１０は、図１においては、その全体がブロックとして概略的にのみ示されて
いるが、この場合熱交換器である本体１２を含む。この熱交換器１２は、車両ヒータのタ
イプに応じて空気または液体の加熱用として設けられる。このため、熱交換器１２は、そ
の底面側に、熱交換に有効な表面を拡大するために、リブまたは類似の手段（図示されて
いない）を含むことができる。
【００２８】
　図１に示す車両ヒータ１０を製造する際、熱交換器１２の表面に、非本質安全発熱導体
層１４を、確かに熱溶射法を用いて装着した。熱交換器１２上への発熱導体層１４の直接
的な成膜は、すなわち、中間の絶縁層の省略は、一般的には、熱交換器１２が、発熱導体
層１４より明確に低い導電率を有する材料から作製される場合にのみ合理的である。運転
する場合には、発熱導体層１４を電圧源（図示されていない）に接続するが、この電圧源
は、必要であれば、例えば、パルス幅変調によって２５０ボルトに逓減調整される直流電
圧源とすることができる。このため、発熱導体層１４は、その端部部分（その細長い延長
方向に関して）において適切に接続されるべきであり、これは、当業者の自由裁量に任さ
れる点である。また、これは同様に図示されていない。
【００２９】
　発熱導体層１４に隣接して、センサー要素４４が熱交換器１２の表面上に設けられる。
このセンサー要素４４は、例えば、ＰＴＣまたはＮＴＣセンサーによって形成することが
できる。センサー要素４４は、その装着位置における温度を比較的正確に測定して、測定
温度を制御器２０に報告することができる。
【００３０】
　図１の実施形態の場合には、正の温度係数を有するセンサー層１６を、熱溶射法を用い
て発熱導体層１４の上に溶射した。その結果、少なくとも傾向としては、センサー層１６
に対してＰＴＣ特性が出現する。
【００３１】
　実際には、熱溶射法を用いると、模式的に示す正確なサンドイッチ状の層構成の代わり
に、センサー層１６の材料が、少なくとも部分的に、発熱導体層１４の端部部分を超えて
広がるような形態、あるいは、発熱導体層１４がセンサー層１６の下に多少とも完全に埋
め込まれてしまうような形態が生じる可能性がある。
【００３２】
　センサー層１６が、図１に示すように、絶縁層を使用することなく発熱導体層１４の上
に直接配置される場合は、車両ヒータ１０の適正な運転を確保するために、センサー層１
６の導電率を、通常の運転温度において発熱導体層１４の導電率より（大幅に）低くなる
ように選択しなければならない。
【００３３】
　車両ヒータ１０の運転の間、測定装置１８は、例えば、破線で表示されるように、好ま
しくは一定電圧をセンサー層１６の端部部分に印加して、例えば、測定装置１８の構成要
素とすることができるシャント抵抗を介して、生じる電流を検出することによって、セン
サー層１６の温度依存抵抗を監視する。ここで、例えば、くすぶり燃焼点またはアーク点
火の結果として、例えば１０００℃への局所的であるが極端な過熱が発熱導体層１４の領
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域に生じると、センサー層１６が適正に調整されている場合には、その全体としての抵抗
が、正の温度係数の場合に支配的になるその直列接続特性のために増大し、そのため、こ
の抵抗の増大を測定装置１８によって確実に検出できる。
【００３４】
　センサー要素４４とセンサー層１６と測定装置１８と制御器２０とは、合同して温度監
視装置を形成するが、この温度監視装置は、次の３つの状態、すなわち、正常運転、可逆
的な機能不全および非可逆的な機能不全を識別して、それを信号４６として報告する能力
を有する。例えば、センサー要素４４が、例えば１５０℃までの範囲の正常な温度を報告
する場合は、制御器は、正常な運転を示し、対応する信号４６を伝送する。例えば、セン
サー要素４４が、１８０℃への許容されない温度上昇を報告すると、制御器は、可逆的な
機能不全を示し、対応する信号４６を伝送するであろう。このような可逆的な機能不全は
、水または液体加温の場合には、例えば液体の欠乏または不流動によって生じる可能性が
ある。このような場合には、制御器２０は、一時的に発熱導体層１４を遮断するか、ある
いは少なくとも熱出力を低減するであろう。センサー要素４４が、再度正常な温度を報告
すると、通常、熱出力を再度増大させることができる。センサー要素４４が現在何を報告
しているかとは無関係に、測定装置１８が、センサー層１６によって検出される発熱導体
層１４の領域内において一度だけでも極端な過熱を報告した場合は、制御器２０は非可逆
的な機能不全を示すことが望ましい。従って、測定装置１８からの信号は、センサー要素
４４からの信号に優先することが望ましい。その理由は、発熱導体層１４のどの領域にお
ける極端な局所的過熱も、センサー層４４の装着位置においてはまだ効果を表していない
可能性があるからである。しかし、発熱導体層１４の領域におけるこのような極端な過熱
は、例えば、くすぶり燃焼点または場合によっては電気アークの発生を意味するであろう
。このような場合には、恒久的な損傷を想定しなければならないので、安全上の理由から
、加熱装置を再度作動させるべきではなく、最初に修理または交換をするべきである。こ
のため、このような場合には、制御器２０は、非可逆的な機能不全を示す適切な信号４６
を発生して、作動の更新は防止されるであろう。制御器２０は、監視装置に専用配置する
必要はない。例えば、制御器２０が全車両ヒータの運転を制御または調節すること、ある
いは、監視装置にとって決定的に重要な機能を、いずれにせよ車両に設けられる制御器２
０によって遂行することを想定することができる。
【００３５】
　図２は、車両ヒータ１０の第２実施形態を部分的に斜視図として表す概略図であって、
同時に監視方法を表現している。
【００３６】
　この実施形態においても、発熱導体層１４を、熱交換器１２によって形成される車両ヒ
ータ１０の本体の上に直接溶射する。しかし、図２の車両ヒータは次の点で図１の車両ヒ
ータと異なっている。すなわち、この実施形態においては、センサー層１６が３つの構成
要素を含むという点で異なっている。すなわち、この場合、発熱導体としての機能に加え
て、同時にセンサー層１６の一部分である発熱導体層１４と、発熱導体層１４の上に熱溶
射によって溶射される層２２であって、負の温度係数を有する層２２と、層２２に成膜さ
れる導電接触層２４とを含む。発熱導体層１４の領域内のいずれかの位置における非可逆
的な機能不全によって、例えば１０００℃への極端な過熱が生じると、その結果として、
負の温度係数を有する層２２が適正に調整されている場合には、その全体としての抵抗ま
たは全体としてのインピーダンスが、負の温度係数の場合に支配的になるその並列回路特
性のために大幅に減少するであろう。これは、測定装置１８によって確実に検出できる。
これを実現するため、この場合、測定装置１８は、破線によって示すように、追加的に接
触層として機能する発熱導体層１４と、負の温度係数を有する層２２の上部に設けられる
接触層２４との間に接続される。この方法によって、測定装置１８は、図１の実施形態に
関連して説明した場合と同様に、非可逆的な機能不全を確実に検出することができ、制御
器２０に対応する信号を供給することができる。
【００３７】
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　図３は、車両ヒータの第３実施形態の部分的な断面を表す概略図であって、同時に監視
方法を表現している。
【００３８】
　図３の実施形態は、熱交換器１０が、この場合、導電材料、特にアルミニウムから構成
されるという点で、図２による実施形態と異なっている。従って、発熱導体層１４は、こ
の実施形態においては、第１絶縁層２６と、実際の加熱層２８と、第２絶縁層３０とに細
分化される。発熱導体層のすべての３つの構成要素を熱溶射法によって溶射することが望
ましい。この表現に関連して、符号１４によってまとめて指示される発熱導体層の上部に
、符号１６によって集合的に指示されるセンサー層が設けられる。このセンサー層は、同
様に熱溶射法によって溶射され、かつ、この実施形態においては同様に３つの構成要素を
含む。第２絶縁層３０の直接上部に、第１導電接触層３２があり、その上に、負の温度係
数を有する材料の層３４を溶射した。この層３４は、特に、本明細書の一般的な記述部分
において負の温度係数を有する層用として列挙した材料の１つ－これに限定するわけでは
ない－から構成することができる。負の温度係数を有する層３４のすぐ上に、第２の上部
導電接触層３６を溶射した。例えば、くすぶり燃焼点は局所過熱をもたらすが、この局所
過熱は、非常に高温度であるので、図２に示す測定装置１８によって上部接触層３６と下
部接触層３２との間の測定信号を検出することによって検出できる。図３においては、さ
らに、導電性のガス流路３８が、実際の加熱層２８において生じるアーク点火の場合に形
成されるものとして表現されている。このガス流路３８は、本体と反対の発熱導体層１４
の側で、他の層に進入または貫入し、負の温度係数を有する層３４を貫通する電流、具体
的にはその表面法線４２の方向の電流を生じさせる。この電流も、下部接触層３２および
上部接触層３６の間に接続される測定装置によって検出できる。
【００３９】
　図４は、車両ヒータの第４実施形態の部分的な断面を表す概略図であって、同時に監視
方法を表現している。
【００４０】
　図４に示す実施形態は、センサー層１６が、図３に示す負の温度係数を有する層３４の
代わりに、絶縁層４０を含むという点で、図３による実施形態と異なっている。このよう
に簡略化された構成によっても、下部接触層３２および上部接触層３６の間に接続される
測定装置（図４には示されていない）を用いて、アーク点火によって惹起されるガス流路
３８を確実に検出することが可能である。そのような場合には、ガス流路３８が絶縁層４
０に進入するからである。特に、本体１２が非導電性の本体である場合には、絶縁層２６
を省略できる可能性がある。それとは別に、下部接触層３２および上部絶縁層３０も場合
によっては省略することができる。この場合、測定信号は、実際の加熱層２８と、上部接
触層３６との間で検出される。
【００４１】
　図５は、車両ヒータの第５実施形態を部分的に斜視図として表す概略図であって、同時
に監視方法を表現する概略図である。
【００４２】
　図５に示す実施形態は、大部分、図１による実施形態と合致しているので、図１に基づ
いて説明した構成要素について再度説明はしない。図５の実施形態によれば、温度監視装
置１６、１８、２０、４４、４８が、ソフトウェアによってプログラム可能または操作可
能な制御器２０と、ソフトウェアとは無関係に作動する切り換え要素４８とを含むことが
想定される。この切り換え要素４８は、本発明に従って識別されるべき少なくとも１つの
機能不全が発生した場合に、ソフトウェアとは無関係に緊急手段を遂行するように構成さ
れる。このような緊急手段は、特に、熱出力の低減とすることができる。すなわち、例え
ば、発熱導体層１４への電力供給を、この切り換え要素の間に配置されるトランジスタス
イッチまたは他の半導体スイッチ（図示されていない）を開くことによって完全にまたは
部分的に中断することができる。切り換え要素４８は、例えば１つ以上の演算増幅器を含
むことができるが、この演算増幅器は、少なくとも本発明に従って識別されるべき状態を
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検出できるようにするために、センサーによって供給される測定値または検出電圧を、基
準電圧源が供給する値または電圧と比較する目的のために設けられるものである。これは
、図５に模式的にのみ示される切り換え要素４８の関連する入力信号によって示される。
この実施形態においては、切り換え要素４８は、さらに、機能不全が生じた場合に、制御
器２０に信号（例えば特定電圧値）を供給することができ、その結果、制御器２０は、本
発明によれば好ましい特定する機能を実行できる。この方法によって、生起した非可逆的
な機能不全が制御器２０によっては検出されず、切り換え要素４８によって検出されたと
しても、最後に報告された状態または出現した状態を、作動の更新、すなわち車両ヒータ
の新しい運転サイクルに先立って回復することができる。その際、非可逆的な機能不全の
場合には、交換または修理が完了するまで車両ヒータを恒久的に遮断した状態のままにし
ておくように、作動の更新は防止されるであろう。対応する信号を切り換え要素４８から
制御器２０に伝送する能力は、図５の関連する単線によって指示される。切り換え要素４
８は、制御器２０によって、あるいは、図１の実施形態における測定装置１８によっても
遂行される機能を、冗長的に、あるいは、専用としてのいずれかで供給することができる
。いずれにしても、切り換え要素４８は、特に（高度に）安全に関わる機能にとって望ま
しい場合があるソフトウェアからのある種の独立性を提供する。
【００４３】
　前記のように、各センサー層１６は（および、好ましくは本明細書において言及する他
の層も）、熱溶射法によって本体１２に成膜することが望ましい。しかし、各センサー層
１６を別個の要素として製造し、続いて、熱伝導膜を用いて、例えば、締結、接着または
熱接合することによって、発熱導体層１４の上に固定する方式も、本発明の範囲内におい
て想定できる。センサーまたはセンサー層１６を別個の要素として製造すると、当然なが
ら、熱に敏感な本体の場合にも、センサー層１６を作製するために、通常の焼き付け法、
あるいは、高溶融点材料および／または溶射不可能材料を使用できる。
【００４４】
　上記の絶縁層２６、３０および４０は、例えば酸化アルミニウムの層とすることができ
、一方、発熱導体層１４または実際の加熱層２８は、例えばニッケル・クロム合金の層に
よって実現することができる。接触層３２、３６としては、例えば銅の層を用いることが
でき、負の温度係数を有する層３４としては、本明細書の一般的な記述部分においてすで
に言及した材料以外に、例えば、酸化クロムをドープした酸化チタンの層も想定できる。
【００４５】
　以上の記述と、図面と、請求項とにおいて開示した特徴は、個別的にも、かつ任意の組
合せにおいても、本発明を実現するために重要であり得る。
【符号の説明】
【００４６】
　１０　車両ヒータ
　１２　本体／熱交換器
　１４　発熱導体層
　１６　センサー層
　１８　測定装置
　２０　制御器
　２２　負の温度係数を有する層
　２４　接触層
　２６　第１絶縁層
　２８　実際の加熱層
　３０　第２絶縁層
　３２　第１接触層
　３４　負の温度係数を有する材料
　３６　第２接触層
　３８　場合によって電気アークにより惹起されるガス流路
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　４０　絶縁層
　４２　センサー層の表面法線
　４４　局所的な温度を検出するセンサー要素
　４６　状態を指示する信号
　４８　切り換え要素

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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